
立入防止柵の復旧について 

～豪雪地帯における立入防止柵の規格検討結果～ 
 

山路 剛＊1 舘岡 真＊１ 
 

１．はじめに 

 湯沢横手道路は、福島県福島市と秋田県横手市を結ぶ 

東北中央自動車道のうち、秋田県内の雄勝こまちＩＣ～ 

横手ＩＣ間の約２９ｋｍの区間である。そのうち国直轄 

管理は雄勝こまちＩＣ～湯沢ＩＣの約１３ｋｍである。 

 当該区間は、全国でも有数の豪雪地帯であり、特に冬 

期の道路管理においては、交通の確保・事故防止等、細 

心の注意を払いながら行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲図－１ 湯沢横手道路位置図 

 

 当該道路の左右管理境には、①第三者の立入り防止、 

動物類の侵入抑制、②不法占拠の未然防止を目的とした 

た“立入防止柵”が設置されているが、根元の折れや金 

網が外れたり等の損傷が著しい。損傷状況から、人為的 

なものとは言い難い。 

 これを受けて、復旧計画を立案・実行するにあたり、 

原因の解明・柵の規格を検討したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲写真－１ 立入防止柵(健全な状況) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲写真－２ 立入防止柵(損傷：根元折れ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲写真－３ 立入防止柵(損傷：根元折れ) 

＊１ 国土交通省東北地方整備局 湯沢河川国道事務所 湯沢国道維持出張所(TEL:0183-72-1661) 

［湯沢横手道路概要］ 

 事業着手：Ｓ５９年度 

 工事着手：Ｓ６２年度 

 全線供用：Ｈ１９年度 

 直轄管理：(自)雄勝こまちＩＣ 

      (至)湯沢ＩＣ 

 整備効果：①地域間交流及び観 

光産業支援 

②救急搬送時時間短 

縮及び安全性確保 

③冬期交通確保及び 

安全性確保 



２．立入防止柵の設置基準 

 立入防止柵の設置にあたっては、ＮＥＸＣＯ東日本㈱ 

設計要領第５集に掲載の立入防止柵編に準拠し設計・施 

工を実施している。この要領はＮＥＸＣＯ東日本・中日 

本・西日本共通であり“全国的な基準”となっている。 

 立入防止柵の設計にあたっては、設置箇所での積雪深 

や堆雪状況、現地の地形等を考慮して柵の規格を決定し 

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ＮＥＸＣＯ設計要領(抜粋) 

３．立入防止柵の損傷状況詳細 

 湯沢横手道路の国直轄管理区間における損傷状況を以 

下に記す。尚、損傷状況は隣接するＮＥＸＣＯ管理区間 

でも同様の事象となっている。 

 ［損傷状況］ 

 ○側道側若しくは民地側に根元から倒れている 

   ⇒県道・市道沿いでは通行に支障となる 

   ⇒水田・畑作業にも支障となる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲写真－４ 損傷状況 

 ○胴縁が雪の重さに耐えられず曲がっている 

   ⇒これにより金網も損傷を受ける 

   ⇒関係者以外の第三者や動物類の侵入が容易 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲写真－５ 損傷状況 

 

４．損傷原因検討 

 立入防止柵の損傷原因検討にあたり、現地を確認した 

ところ、次の特徴が挙げられる。 

 ①本線及び平行する側道の除雪により雪が堆積した箇 

  所で特に損傷が顕著 

 ②本線除雪で堆積した雪が民地側(田畑等)の積雪より 

  多い箇所で損傷 

 以上により、立入防止柵内側(法面)と外側(側道等)で 

堆積した雪の量が違い、柵に係る加重のバランスがとれ 

ず、柵の片側にだけにのし掛かり、倒れ込んだ若しくは 

折れたものと推測され、降雪の他、除雪にされた雪も損 

傷原因の１つと考えられる。 



 

 

 

 

 

 

 

▲図－２ 損傷イメージ(①のケース) 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲図－３ 損傷イメージ(②のケース) 

 

 尚、立入防止柵の損傷は、隣接するＮＥＸＣＯ管理区 

間(湯沢ＩＣ～横手ＪＣＴ)でも、当該区間と同様の現場 

条件で同様の損傷を受けており、既に復旧済みの箇所が 

あることから、その状況を踏まえて補修計画を立案する 

ものである。 

 

５．復旧計画 

 損傷した立入防止柵の復旧にあたり、以下の項目に着 

目することとする。 

１）復旧後は再度損傷しないような規格 

 復旧する柵の規格にあたり、損傷状況を詳細に確認す 

ると“支柱の中に単管パイプが挿入”されていた。これ 

は、過年度にも今回と同様の損傷を受けた箇所を復旧し 

たことが確認できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲写真－６ 単管パイプ補給箇所での損傷 

 このことから、単純に既存のものを現状復旧若しくは 

軽微な補強では再度損傷する可能性が高いことから、抜 

本的な復旧計画を立案する必要がある。 

 規格の検討にあたっては、以下のパターンで検討する 

こととした。以下のパターンは隣接するＮＥＸＣＯ管理 

区間(湯沢ＩＣ～横手ＪＣＴ)での復旧パターンを参考と 

している。 

 ①規格１ランクアップ・支柱間隔(芯々)１．５０ｍ 

  ⇒今回復旧箇所の本来規格から１ランクアップ 

 ②規格１ランクアップ・支柱間隔(芯々)０．７５ｍ 

  ⇒今回復旧箇所の本来規格から実質２ランクアップ 

  ⇒支柱間隔(芯々)０．７５ｍは設計要領に無し 

 ③規格現状維持・支柱間隔(芯々)０．７５ｍ 

  ⇒今回復旧箇所の本来規格から実質１ランクアップ 

  ⇒支柱間隔(芯々)０．７５ｍは設計要領に無し 

 ④規格１ランクダウン・支柱間隔(芯々)０．７５ｍ 

  ⇒今回復旧箇所の本来規格から実質１ランクアップ 

  ⇒支柱間隔(芯々)０．７５ｍは設計要領に無し 

 上記パターンのうち、④は再度損傷、①②③は健全を 

保っている。このことから“規格１ランクアップ及び支 

柱間隔０．７５ｍ”に着目する。また、検討にあたって 

は【修繕若しくは復旧に関する設計要領が無いため、設 

計段階で判断に迷う時もあり、結果的には現地での『試 

験施工』と称してトライ＆エラーを繰り返してきた】と 

のＮＥＸＣＯ担当者からのコメントも参考とする。 

 今回の着目ポイントは“設計要領に準拠していない” 

ことから、規格の決定にあたっては“ＮＥＸＣＯ管理区 

間における復旧後の“健全状況”及び“経済性”に重視 

することとした。以下に検討結果をまとめる。 

 ①規格１ランクアップ・支柱間隔(芯々)１．５０ｍ 

  ⇒再度損傷無し、 

  ⇒単価：３８，０００円／ｍ(材料＋施工、直工費) 

 ②規格１ランクアップ・支柱間隔(芯々)０．７５ｍ 

  ⇒再度損傷無し 

  ⇒単価：４５，４００円／ｍ(材料＋施工、直工費) 

 ③規格現状維持・支柱間隔(芯々)０．７５ｍ 

  ⇒再度損傷無し 

  ⇒単価：３５，４００円／ｍ(材料＋施工、直工費) 

 以上により、復旧後の再度損傷せず、且つ経済性に優 

れた“規格現状維持・支柱間隔(芯々)０．７５ｍ”で復 

旧することとした。 

２）最低限の復旧範囲による再度損傷を防止 

 立入防止柵の復旧にあたっては、激しい損傷箇所の他 

連続する軽微な損傷箇所の復旧も実施することとした。 

これは、柵の復旧箇所が垂直に整う事に対し、それに連 

続する軽微な損傷箇所を残すことにより“復旧箇所を巻 

き込んだ新たな損傷”を生み出す危険性があること、倒 

れた部分と垂直な部分とのすり付けが既製品で対応不可 

であることを踏まえて計画する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲図－４ 復旧範囲概念図 

 

６．復旧後の状況 

 今回の復旧計画による施工状況は以下写真のとおりで 

ある。施工箇所は側道等に面しているため、資機材の搬 

入・搬出、立入防止柵施工は比較的スムーズであった。 

 但し、施工にあたっては、立入防止柵作業ヤード確保 

のために事前に立入防止柵周辺の除草が必要であった。 

通常の道路維持作業では行わない道路法面の除草である 

こと、且つ作業員の背丈以上の雑草を処理することが今 

回の復旧作業における最大の難関であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲写真－７ 復旧状況(除草作業) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲写真－８ 損傷箇所撤去状況(支柱等) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲写真－９ 復旧状況(金網設置) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲写真－１０ 復旧完了 

 

７．おわりに 

 今回の立入防止柵の復旧は国直轄管理である雄勝こま 

ちＩＣ～湯沢ＩＣの約１３ｋｍのうちの一部分である。 

 今回紹介するのは令和３年１２月までに復旧完了した 

箇所であり、例年に比べて降雪・積雪が多かったシーズ

ンを終えた状況では異状は無く、健全を保っていたこと

を確認した。 

 今後も、立入防止柵復旧に向けての予算獲得に尽力し 

早期に全線復旧が完了できるよう努力していく。 
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